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報道関係各位

タンス株の特定口座への受入れ開始について

日興ビーンズ証券株式会社（取締役社長：沼口秀一、本社：東京都中央区；以下「日興
ビーンズ」）は、６月２日（月）より、タンス株の特定口座への受入れに対応することとい
たしましたので、お知らせします。

   
  これまでの特定口座制度では、「現在お手元に保有されている株券（いわゆるタンス株）」
を、特定口座に入れることができませんでした。

  しかし平成 15 年度税制改正において、タンス株についても、「特例上場株式等」として、
平成 15 年 4 月 1 日から平成 16 年 12 月 31 日までの間、特定口座に入れることができるよ
うになりました。

  日興ビーンズでは、こうした制度改正に迅速に対応し、お客様の利便性向上を図るため、
オンライン証券界で率先して受入れ対応を開始することといたしました。

  また、「一般口座で保護預りとなっている株式」や「特定口座でみなし取得価額が適用さ
れている株式」も、確認書類とともに、簡易な出入庫手続きにて、実際の取得価額等で特
定口座に受入れるサービスを６月中旬を目処に開始させていただきます。

（ご参考）

 

実際の取得価額等にて、特定口座で受入れ可能に

H13 年

10/1 以降

入庫株券

特定口座にて受入れ不可

（一般口座のみ）

H13 年

9/30 以前

入庫株券

特定口座にて受入れ可

但し、「みなし取得価額」のみ適用


